
函館工業高等専門学校共同研究取扱規程 

昭和61年2月10日 

函高専達第18号 

 

(趣旨) 

第1条 函館工業高等専門学校(以下「本校」という。)における民間等外部の機関(以下「民

間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては，独立行政法人国立高等専門学校

機構(以下「機構」という。)共同研究実施規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校

機構規則第46号)その他法令に基づく特別の定めのあるもののほか，この規程の定めると

ころによる。 

2 民間機関等との共同研究は，本校の教育研究上有意義であり，かつ，本来の教育研究

に支障を生じるおそれがないと認める場合に限り，行うものとする。 

 

(定義) 

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 共同研究 共同研究とは，次のものをいう。 

イ 機構における共同研究 本校において，民間機関等から研究者及び研究経費等を

受け入れて，本校の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行

う研究 

ロ 機構及び民間機関等における共同研究 本校及び民間機関等において共通の課題

について分担して行う研究で，本校において，民間機関等から研究者及び研究経費

等，又は研究経費等を受け入れるもの 

二 民間等共同研究員 民間機関等において，現に研究業務に従事しており，共同研究

のために在職のまま本校に派遣される者をいう。 

三 研究代表者 共同研究組織を代表し，研究計画の取りまとめを行うとともに研究の

推進に関し責任を持つ本校の教員をいう。 

 

(受入れ手続) 

第3条 校長は，共同研究の申請をしようとする民間機関等の長に，別紙第1号様式による

共同研究申込書を提出させるものとする。 

2 民間機関等の長は，前項の申込書の提出に当たり，あらかじめ研究代表者と協議する

ものとする。 

3 研究代表者は，前項の協議の後，別紙第2号様式による共同研究計画書を校長へ提出す

るものとする。 

 



(受入れの決定) 

第4条 校長は，前条第1項の申込書を受理したときは，次条に規定する審議機関の議を経

たうえ，受入れについて決定するものとする。 

 

(審議機関) 

第5条 共同研究を適切に行うため，共同研究の受入れ等共同研究の実施に必要な事項は

本校運営会議において審議する。 

2 校長は，申請を受理したときから，概ね1ヶ月以内を目途に契約締結を行えるよう努め

るものとする。 

 

(受入れの決定通知) 

第6条 校長は，共同研究の受入を決定したときは，民間機関等の長及び契約担当役に対

し，それぞれ別紙第3号様式及び別紙第4号様式による受入れ決定通知書をもって通知す

るものとする。 

 

(契約の締結) 

第7条 契約担当役は，前条の通知を受けたときから，概ね7日以内に契約を締結するよう

努めるものとする。 

2 契約締結にかかる様式は，契約担当役が別に定める。 

3 契約担当役は，契約を締結したときは，校長にその旨を通知するものとする。 

 

(研究料) 

第8条 本校は，民間機関等から民間等共同研究員を受入れる場合には，研究料を納付さ

せるものとする。 

2 民間等共同研究員の研究料の額は，年額42万円とし，月割り計算はしないものとする。 

3 同一年度内において，同一研究課題について研究期間を延長することとなる場合には，

同一の民間等共同研究員に係る研究料は，改めて徴収しないものとする。 

4 既納の研究料は，これを還付しない。 

 

(経費の負担) 

第9条 共同研究に要する経費については，次の各号によるものとする。 

一 第2条第一号イに規定する共同研究の場合 

イ 本校は，その施設・設備を共同研究の用に供するとともに，当該施設・設備の維

持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。 

ロ 民間機関等は，共同研究遂行のために，前イにより本校が負担するもののほか，

特に必要となる謝金，旅費，消耗品費，光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」



という。)及び当該研究遂行に関連し，直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下

「間接経費」という。)を負担するものとする。 

ハ 本校は，共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から，前ロの直接経

費の一部を，必要に応じ，予算の範囲内において負担することができるものとする。 

ニ 間接経費は，原則として，直接経費の30％に相当する額を徴収するものとし，共

同研究実施者が間接経費の率についてこれと異なる率を定めているときは，機構と

別途協議し定めるものとする。 

二 第2条第一号ロに規定する共同研究の場合は，前号に加え，民間機関等における研究

に要する経費等は，民間機関等の負担とするものとする。 

 

(設備等の取扱い) 

第10条 共同研究における設備等の取扱いについては，次の各号のとおりとする。 

一 前条第一号により，研究の必要上，本校において新たに取得した設備等は，本校の

所有に属するものとする。 

二 前条第二号により，研究の必要上，民間機関等において新たに取得した設備等は，

民間機関等の所有に属するものとする。 

三 第2条第一号イ及びロで，本校で行う共同研究の遂行上必要な場合には，民間機関等

から，共同研究に要する経費のほか，その所有に係る設備を受け入れることができる

ものとする。 

 

(研究場所) 

第11条 共同研究に携わる本校の教員は，本校において行う研究又は分担して行う研究の

ために必要な場合には，民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。 

 

(中止又は期間の延長) 

第12条 研究代表者は，当該共同研究を中止し，又はその期間を延長する必要が生じたと

きは，直ちに校長に報告し，その指示を受けるものとする。 

2 校長は，共同研究を中止し，又はその期間を延長する必要を認めたときは，第4条の規

定に準じた手続きを経た後，民間機関等の長及び契約担当役にその旨を通知するものと

する。 

3 契約担当役は，前項の通知を受けたときは，民間機関等の長と協議の上，変更契約を

締結するものとする。 

 

(特許出願) 

第13条 研究代表者は，共同研究の結果，発明を行った場合は，速やかに校長に届け出る

ものとする。 



2 校長又は民間機関等の長は，本校の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それ

ぞれ独自に発明を行った場合において，特許出願を行おうとするときは，当該発明を独

自に行ったことについて，あらかじめ，それぞれの相手側の同意を得るものとする。 

3 校長及び民間機関等の長は，本校の教員及び民間等共同研究員が共同研究の結果共同

して発明を行った場合において，特許出願を行おうとするときは，持分等を定めた共同

出願契約を締結の上，共同で出願するものとする。ただし，本校が民間機関等の長から

特許を受ける権利を承継した場合は，校長が単独で出願するものとする。 

4 校長は，前項本文の規定に基づき共同出願契約を締結する場合は，本校の教員と民間

等共同研究員の間で合意予定の持分案及び共同出願契約の締結等について，あらかじめ

函館工業高等専門学校知的財産委員会(平成20年函高専達第19号)に諮るものとする。 

 

(特許権等の実施) 

第14条 校長は，共同研究の結果生じた発明につき，機構が承継した特許を受ける権利又

はこれに基づき取得した特許権(以下「機構が承継した特許権等」という。)を民間機関

等又は民間機関等の指定する者に限り，出願したときから10年を超えない範囲内におい

て優先的に実施させることができるものとする。ただし，この期間を更新したい旨の申

し出があった場合は3年間を限度に更新することができる。 

2 校長は，共同研究の結果生じた発明につき，民間機関等との共有に係る特許を受ける

権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機

関等の指定する者又は校長の指定する者に限り，出願したときから10年を超えない範囲

内において優先的に実施させることができるものとする。ただし，この期間を更新した

い旨の申し出があった場合は3年間を限度に更新することができる。 

 

(第三者に対する実施の許諾) 

第15条 校長は，前条第1項の場合において，民間機関等又は民間機関等の指定する者が，

機構が承継した特許権等を優先的実施の期間中，校長及び民間機関等で協議して定めた

期間を超えて正当な理由なく実施しないときは，民間機関等又は民間機関等の指定する

者の意見を聴した上で，民間機関等又は民間機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」

という。)に対し，当該特許権等の実施を許諾できるものとする。 

2 校長は，前条第2項の場合において，民間機関等の指定する者又は校長の指定する者が

共有に係る特許権等を優先的実施の期間中，校長，民間機関等の指定する者及び校長の

指定する者で協議して定めた期間を越えて正当な理由なく実施しないときは，第三者に

対し，当該特許権等の実施を許諾できるものとする。 

3 校長は，前条第1項の規定にかかわらず，民間機関等又は民間機関等の指定する者に機

構が承継した特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認めら

れるときは，第三者に対し，当該特許権等の実施を許諾できるものとする。 



4 校長は，前条第2項の規定にかかわらず，民間機関等，民間機関等の指定する者又は校

長の指定する者に共有に係る特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく

損なうと認められるときは，第三者に対し，当該特許権等の実施を許諾できるものとす

る。 

 

(実施料) 

第16条 前二条の規定により，機構が承継した特許権等又は共有に係る特許権等について

優先的に実施させ，又は実施を許諾したときは，実施契約を締結するものとする。 

2 前項の実施契約において実施料を定め，これを徴収するものとする。 

 

(実用新案権等の取扱い) 

第17条 前四条の規定は，実用新案登録を受ける権利及び実用新案権等の取扱いについて

準用する。 

 

(完了報告) 

第18条 研究代表者は，当該共同研究が完了したときは，別紙第5号様式による共同研究

完了報告書により，校長にその旨を報告するものとする。 

2 校長は，前項の報告を受けたときは，その旨契約担当役に通知するものとする。 

 

(研究成果及び研究の実施状況等の公表) 

第19条 共同研究による研究成果及び研究の実施状況等は，公表を原則とするものとする。 

2 校長は，必要に応じ，共同研究による研究成果及び研究の実施状況等の公表時期及び

方法について，民間機関等との間で適切に定めるものとする。 

 

(庶務) 

第20条 共同研究に関する事務は，総務課において処理する。 

 

(雑則) 

第21条 この規程に定めるもののほか，共同研究に関し必要な事項は，校長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は，昭和61年2月10日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成2年2月1日から施行する。 

 



附 則 

この規程は，平成9年9月10日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成10年9月3日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成10年12月10日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成10年12月21日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成11年7月26日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成12年7月3日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成14年6月17日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成15年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成18年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成18年4月1日から施行する。 

 



附 則 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成26年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成28年4月11日函高専達第24号) 

この規程は，平成28年4月11日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成31年4月8日から施行する。 

 

附 則(令和5年3月24日函高専達第34号) 

この規程は，令和5年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和7年5月28日函高専達第20号) 

この規程は，令和7年5月22日から施行する。 



別紙第1号様式(第3条関係) 

 

共 同 研 究 申 込 書 

 

年  月  日   

 

  函館工業高等専門学校長 殿 

 

住    所              

氏  名           

代表者名           

 

  函館工業高等専門学校共同研究取扱規程を遵守の上，下記のとおり共同研究を申し込

みます。 

 

記 

1．研 究 題 目 
  

2．研究目的及び内容 

  

3．研 究 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

4．研 究 実 施 場 所 
  

5．研究に要する経費

の負担額 

 (消費税及び地方消

費税含む。) 

直接経費 円 

間接経費 円 

研 究 料 円 

計 円 

6．民間等共同研究員 

 (所属・職・氏名) 

  

7．希望する研究担当

者 

 (所属・職・氏名) 

  

8．提 供 設 備 等 
  

9．そ の 他 
  

 



別紙第 2 号様式(第 3条関係) 

 

共 同 研 究 計 画 書 

 

年  月  日   

 

 函館工業高等専門学校長    殿 

 

氏 名          印  

 

1 共同研究の概要 

形 態 

1 本校における共同研究 

(該当のものに○印) 

2 本校及び民間機関等における共同研究 

区 分 A ・ B ・ C  (該当のものに○印) 

研 究 題 目 
  

研究の概要(民

間等との共同

研究」を行う

ことの意義、

必要性、研究

の内容等につ

いて記入) 

  

研 究 期 間 契約書に定める日から    年  月  日まで(   年間) 

本校における

研究担当者 

  氏 名 所属学科・職名 専 門 分 野 役 割 分 担 

研究代表者 
        

研究分担者 
        

民間機関等名 
  

研究に参加す

る民間機関等

の研究員名 

  氏 名 所属学科・職名 役 割 分 担 

民間等共同研究員

(派遣がない場合

は，氏名欄に―) 

      

民間機関等の施設

で研究に参加する

研究員(共同研究形

態が「2の場合」) 

      

研究実施場所 
  

その他参考と

な る 事 項 

  

 

 



2 共同研究に要する研究経費等全体計画 

 研究経費の全体受入計画及び本学が負担する経費の全体計画(1年契約の場合は 1行目の

み記入) 

  年度 年度 年度 

民間機関等が負担する直接経

費(消費税及び地方消費税を含

む) 

千円 千円 千円 

函館工業高等専門学校が負担

する直接経費 

千円 千円 千円 

 

3 共同研究の全体研究経費(1 年契約の場合は 1 行目のみ記入) 

  直 接 経 費 

間接経費 

研 究 科

(民間等共

同研究員1

人 に つ き

年間420千

円) 

合 計 
謝 金 旅 費 研究費 小計 

 

年

度 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

 

年

度 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

 

年

度 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

合

計 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

 

 

4 函館工業高等専門学校が供する設備 

名 称 形 式 ・ 仕 様 数 量 

      

 



別紙第3号様式(第6条関係) 

 

 

函高専総第     号   

年  月  日   

 

 

  (民間機関等の長)    殿 

 

 

函館工業高等専門学校長     印   

 

 

共 同 研 究 受 入 れ 決 定 通 知 書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあつた下記研究題目にかかる共同研究の受入れ

を決定したので通知します。 

  ついては，本校契約担当役と当該共同研究にかかる契約を締結して下さい。 

 

 

記 

 

 

 研究題目 



別紙第4号様式(第6条関係) 

 

函高専総第     号   

年  月  日   

 

  契約担当役函館工業高等専門学校 

   事務部長          殿 

 

函館工業高等専門学校長           

 

共 同 研 究 受 入 れ 決 定 通 知 書 

 

  下記の共同研究について，受入れを決定したので通知します。 

 

記 

 

 1．共同研究の概要 

民間機関等の

住所・名称・

代 表 者 

住 所 

名 称 

代表者 

研 究 題 目 
  

研究の概要 
  

研 究 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

本校における

研究担当者 

氏 名 所 属 ・ 職 本研究における役割 

      

民間等共同

研 究 員 

氏 名 所属機関・部局・職 本研究における役割 

      

研究実施場所 
  

 



 2．本校の施設における共同研究の研究経費 

負 担 区 分 直 接 経 費 間 接 経 費 

本 校 円 円 

民 間 機 関

等 

    

合 計 
    

 

 3．民間機関等の施設における共同研究の研究経費 

負 担 区 分 直 接 経 費 

民 間 機 関

等 
  

 

 4．本校の施設における共同研究の施設・設備 

負 担 区 分 施 設 の 名 称 

設 備 

名 称 型 式 ・ 仕 様 数量 

本 校 

        

民 間 機 関

等 

 

      

 

 5．民間機関等の施設における共同研究の施設・設備 

負 担 区 分 施 設 の 名 称 

設 備 

名 称 型 式 ・ 仕 様 数量 

民 間 機 関

等 

        

 



別紙第5号様式(第18条関係) 

 

 

年  月  日   

 

 

  函館工業高等専門学校長    殿 

 

 

研究代表者          印   

 

 

共 同 研 究 完 了 報 告 書 

 

 

      年  月  日付け契約にかかる下記共同研究については，    年  

月  日をもつて研究をすべて完了したので報告します。 

 

 

記 

 

 

 1 研究題目 

 

 

 

 2 研究成果の概要 

 

 

 

 3 その他参考となる事項 

 


